
�
�
�
�

市
内
公
共
施
設

年
末
年
始
の
業
務
日
程

主
な
公
共
施
設
の
、年
末
の
業

務
終
了
と
年
始
の
開
始
は
次
の
と

お
り
で
す
。

※
休
日
診
療
急
患
セ
ン
タ
ー
は
１２

月
２８
日
�
〜
１
月
４
日
�
を
開
所

問
合
せ
各
施
設
へ

広
域
飯
能
斎
場

年
末
年
始
の
業
務
日
程

年
末
は
１２
月
３０
日
�
ま
で
通
常

ど
お
り
業
務
を
行
い
、１２
月
３１
日

�
は
予
約
受
け
付
け
の
み
で
す
。

年
始
は
平
成
１６
年
１
月
１
・
２
日

（
祝
・
金
）が
休
業
で
３
日
土
は
予

約
受
け
付
け
の
み
、４
日
�
か
ら

通
常
ど
お
り
の
業
務
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
広
域
飯
能
斎
場
へ
�
０
４

２
９
‐
７４
‐
４
５
６
０

地
下
水
汚
染
調
査
を
実
施

県
で
は
、過
去
の
調
査
で
広
範

囲
な
地
下
水
汚
染
が
判
明
し
た
飯

能
市
や
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、

地
下
水
の
汚
染
状
況
を
把
握
す
る

た
め
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
笹
井
地
区
と
周
辺
地
域

内

容
地
下
水
質
測
定
、土
壌
ガ
ス
調

査
、観
測
井
の
設
置

期
間
平
成

１６
年
３
月
ま
で

問
合
せ
生
活
環

境
課
へ
内
線
３
６
８
１

市
税
・
県
税
の

休
日
相
談
窓
口

市
と
所
沢
県
税
事
務
所
で
は
、

平
日
に
市
税
や
県
税
を
納
付
し
た

り
、納
税
相
談
を
受
け
る
の
が
困

難
な
方
を
対
象
に
休
日
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。

市
税
・
県
税
合
同
納
税
相
談
／
日

時
１２
月
２１
日
、９
時
〜
１６
時

場

所
収
税
課

※
県
税
の
納
税
に
は

納
税
通
知
書
が
必
要

問
合
せ
収

税
課
へ
内
線
１
０
７
１

県
税
納

税
相
談
／
日
時
１２
月
２０・
２１
日（
土・

日
）、９
時
〜
１７
時

場
所
所
沢
県

税
事
務
所

問
合
せ
同
事
務
所
へ

�
９
９
５
‐
２
１
１
２

狭
山
市
駅
東
口
土
地
区
画

整
理
事
業
・
審
議
会
委
員
選
挙

現
在
の
審
議
会
委
員
が
任
期
満

了
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、土
地
所

有
者
と
借
地
権
者
の
代
表
８
名
を

選
出
す
る
選
挙
を
実
施
し
ま
す
。

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
期
間
平
成
１６

年
１
月
６
日
�
〜
１９
日
�

立
候

補
者
の
受
付
期
間
２
月
５
日
�
〜

１５
日
�

場
所
狭
山
市
駅
東
口
土

地
区
画
整
理
事
務
所

選
挙
日
時

２
月
２９
日
�
、９
時
〜
１７
時（
当
日

開
票
）
委
員
任
期
平
成
１６
年
３

月
７
日
〜
平
成
２１
年
３
月
６
日

問
合
せ
同
事
務
所
へ
�
９
５
９
‐

９
７
０
０

消
防
出
初
式

日
時
平
成
１６
年
１
月
４
日
�
、９

時
３０
分
か
ら

場
所
上
奥
富
運
動

公
園

内
容
消
防
署
、消
防
団
、女

性
消
防
協
力
隊
な
ど
消
防
関
係
団

体
に
よ
る
訓
練
披
露
や
は
し
ご
車

体
験
搭
乗
な
ど

問
合
せ
消
防
総

務
課
へ
�
９
５
３
‐
７
１
１
２

都
市
計
画
道
路
区
域
内
の

建
築
制
限
の
緩
和

都
市
計
画
道
路
の
計
画
区
域
内

に
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
、都

市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。市

で
は
、こ
れ
ま
で
２
階
建
て
ま
で

を
許
可
し
て
い
ま
し
た
が
、３
階

建
て
ま
で
建
築
が
で
き
る
よ
う
に

制
限
を
緩
和
し
ま
し
た
。

問
合
せ
都
市
計
画
課
へ
内
線
２
２

１
６工

業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

１２
月
３１
日
現
在
で
製
造
事
業
所

の
実
態
調
査
を
実
施
し
ま
す
。１２

月
か
ら
平
成
１６
年
１
月
に
か
け
て

調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、調
査
票

の
内
容
は
、秘
密
厳
守
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ
総
務
課
へ
�
内
線
３
５
３
４

有
料
道
路
の
障
害
者

割
引
制
度
が
変
わ
り
ま
す

こ
れ
ま
で
利
用
し
て
い
た
割
引

証
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。ご
利
用
の

方
は
、新
た
に
申
請
を
し
て
手
帳

に
証
明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
す
べ
て
の
障
害
者
が
自
ら
運

転
す
る
場
合
、第
１
種
身
体
障
害

者
ま
た
は
第
１
種
知
的
障
害
者
を

乗
せ
て
介
護
者
が
運
転
す
る
場
合

申
請
に
必
要
な
書
類
身
体
障
害
者

手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
、運
転
免

許
証
、自
動
車
検
査
証
、お
手
持
ち

の
割
引
券

※
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
利
用
す

る
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い

問
合
せ
障
害
者
福
祉
課
へ
内

線
１
５
９
２

年末ごみの持ち込みを受け付けます

第一環境センター・第二環境センター・リサ
イクルセンターでは、下記のとおり年末ごみ
の持ち込みを受け付けます。持ち込める種類
は「生活ごみの分け方・出し方」でお知らせし
ているとおりですが、第一環境センターは、事
業系の燃やすごみを受け付けられませんので
ご注意ください。なお、第二環境センターでは
２９・３０日のみ、家庭系の粗大ごみと燃やさない
ごみも受け入れます。

※年始は１月５日（月）から通常どおり業務を行
います
問合せ第一環境センター�９５３‐２８３１か第二
環環境センター�９５４‐９０６２かリサイクルセ
ンターへ�９５３‐４７０４

施
設
名

業
務
最
終
日
業
務
開
始
日

市
役
所
・
出
張
所

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

１２
月
２６
日
�
１
月
５
日
�

公
民
館
・
集
会
所

１２
月
２７
日
�
１
月
５
日
�

中
央
図
書
館

狭
山
台
図
書
館

１２
月
２７
日
�
１
月
６
日
�

博
物
館

１２
月
２５
日
�
１
月
６
日
�

市
民
会
館

１２
月
２８
日
�
１
月
６
日
�

サ
ピ
オ
稲
荷
山

１２
月
２８
日
�
１
月
４
日
�

サ
ン
パ
ー
ク
奥
富

１２
月
２８
日
�
１
月
４
日
�

宝
荘
・
寿
荘

１２
月
２７
日
�
１
月
６
日
�

不
老
荘

１２
月
２７
日
�
１
月
５
日
�

児
童
館

１２
月
２８
日
�
１
月
４
日
�

乳
幼
児
情
報

セ
ン
タ
ー

１２
月
２６
日
�
１
月
５
日
�

保
健
セ
ン
タ
ー

１２
月
２６
日
�
１
月
５
日
�

受付時間

８時３０分～１１時３０分

８時３０分～１１時３０分
１３時～１５時３０分

日 程
１２月２７日（土）
※リサイクルセンターを除く

１２月２９・３０日（月・火）
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老
人
医
療
費
支
給
制
度
の
変
更

昨
年
１０
月
に
老
人
保
健
の
対
象

年
齢
が
７０
歳
か
ら
７５
歳
に
引
き
上

が
っ
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、平
成

１６
年
１
月
１
日
か
ら
、老
人
医
療

費
支
給
制
度
の
対
象
者
が
昭
和
９

年
１
月
２
日
〜
昭
和
１０
年
１２
月
３１

日
生
ま
れ
の
方
と
な
り
ま
す（
所

得
の
制
限
あ
り
）。な
お
、７０
歳
に

な
っ
た
方
は
、加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
組
合
か
ら
高
齢
受
給
者
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、医
療
費

の
自
己
負
担
が
所
得
に
応
じ
て
１

割
か
２
割
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
福
祉
課
へ
内
線
１
５
１
６

年
末
年
始
の

交
通
事
故
防
止
運
動

１２
月
１５
日
〜
平
成
１６
年
１
月
３

日
は
年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。現
在
、埼

玉
県
で
は
交
通
事
故
が
多
発
し
て

い
ま
す
。年
末
年
始
は
飲
酒
の
機

会
が
多
く
、交
通
量
も
増
え
る
こ

と
か
ら
、交
通
事
故
の
増
加
が
懸

念
さ
れ
ま
す
。正
し
い
交
通
ル
ー

ル
と
交
通
マ
ナ
ー
を
習
慣
づ
け
て
、

み
ん
な
で
悲
惨
な
交
通
事
故
を
防

止
し
ま
し
ょ
う
。

重
点
目
標
�
薄
暮
時
・
夜
間
の
交

通
事
故
防
止
�
飲
酒
運
転
な
ど
無

謀
運
転
の
追
放
�
交
差
点
で
の
交

通
事
故
防
止

問
合
せ
交
通
防
災

課
へ
内
線
３
６
９
２

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は

国
民
年
金
保
険
料
を
忘
れ
ず
に
�

平
成
１５
年
１
月
〜
１２
月
に
納
め

た
国
民
年
金
保
険
料
は
、全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、忘
れ
ず
に
申
告
し
ま

さ
か
の
ぼ

し
ょ
う
。
遡
っ
て
納
め
た
分
、半

額
免
除
の
承
認
を
受
け
て
半
額
納

め
た
分
、家
族
の
分
、免
除
や
学
生

納
付
特
例
期
間
を
追
納
し
た
分
も

対
象
と
な
り
ま
す
。

控
除
申
請
の
際
は
、領
収
書
の

金
額
を
確
認
し
て
申
告
用
紙
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。領
収
書
、納
付

証
明
書
な
ど
は
原
則
と
し
て
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、国
民
年
金
保

険
料
の
領
収
書
は
再
交
付
で
き
な

い
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。な
お
、納
付
証
明
書
が
必
要
な

場
合
は
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
保
険
年
金
課
内
線
１
０
５

５
か
所
沢
社
会
保
険
事
務
所
へ
�

９
９
８
‐
０
１
０
０

平
成
１６
年
度
指
名
参
加
願
い

追
加
受
け
付
け

日
時
平
成
１６
年
２
月
２
日
�
〜
６

日
�
、９
時
〜
１１
時
３０
分

申
請

書
の
様
式
▼
工
事
な
ど
…
市
指
定

の
用
紙
と
埼
玉
統
一
様
式
▼
物
品

…
市
指
定
の
用
紙

※
市
指
定
の

用
紙
は
１
月
５
日
�
か
ら
契
約
管

財
課
で
頒
布
。狭
山
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す

場
所
市
役
所
地
下
１

階
入
札
室

問
合
せ
契
約
管
財
課

へ
�
９
５
３
‐
１
１
３
０

学
校
給
食
用
物
資
の

納
入
業
者
の
登
録
を
受
け
付
け

平
成
１６
・
１７
年
度
の
学
校
給
食

用
物
資
の
納
入
業
者
の
登
録
を
受

け
付
け
ま
す
。学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
で
発
注
す
る
給
食
用
物
資
の
納

入
を
希
望
す
る
業
者
は
、申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
平
成
１６
年
１
月
５
日
�

〜
１５
日
�

問
合
せ
第
一
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー（
１２
月
１５
日
か
ら
申

請
書
を
配
布
）へ
�
９
５
４
‐
２

４
１
４テ

レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

サ
ー
ビ
ス
を
終
了
し
ま
す

テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド
サ
ー
ビ
ス
を

１２
月
３１
日
で
終
了
し
ま
す
。な
お
、

暮
ら
し
に
関
す
る
情
報
は
、公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
モ
バ
イ
ル
サ
イ

ト
で
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ
広
報
課
へ
内
線
７
１
６
２

◆住宅防音工事の申込方法が変わります
平成１６年１月１日から、東京防衛施設局へ「住宅防音工事希
望届」を直接、提出していただくことになります。用紙は財
防衛施設周辺整備協会埼玉支所、横田防衛施設事務所、市基
地対策課にあります。
※助成の対象は、昭和５８年１２月２４日に入間飛行場の第一種
区域を告示した際に、同区域内に所在する住宅です

◆外郭防音工事の助成を開始
外郭防音工事とは、家屋全体を一つの区画とし、その外郭
の防音工事をするものです。入間飛行場に係る８５W以上の
区域に昭和５８年１２月２４日までに建てられた住宅で、初めて
住宅防音工事を行う住宅、新規の防音工事をした住宅、追加
防音工事の完了して１０年以上経過した住宅が対象です。
※工事業者は自主的に選定していただきます。悪質・強引な
営業活動があった場合は、東京防衛施設局にご連絡ください
問合せ市基地対策課内線７１３５か東京防衛施設局�０４８‐６００
‐１８２１、横田防衛施設事務所�０４２‐５５１‐０３１９、�防衛施設
周辺整備協会埼玉支所へ�９５３‐６２７７
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親
子
体
操
教
室

日
時
１
月
１５
日
〜
２
月
１９
日
の
毎

週
木
曜
日
、１３
時
３０
分
〜
１５
時（
全

６
回
）
対
象
１２
月
３１
日
現
在
、２

歳
６
か
月
〜
４
歳
の
幼
児
と
そ
の

保
護
者（
参
加
す
る
幼
児
以
外
の

同
伴
は
不
可
）
定
員
１５
組（
多
数

は
抽
選
）
費
用
１
人
５
０
０
円

（
保
険
料
）
申
込
み
１２
月
１８
日
�
、

１３
時
４５
分
〜
１４
時
に
費
用
を
持
っ

て
狭
山
台
体
育
館
へ
�
９
５
８
‐

１
２
０
１

�
�


歴
史
講
座

日
時
１
月
１０
・
２４
日
、２
月
７
・
２１

日
、３
月
６
・
２７
日
の
土
曜
日
、１０

時
〜
１１
時
３０
分（
全
６
回
）
内
容

近
世
の
狭
山
の
歴
史
を
分
か
り
や

す
く
解
説

講
師
民
俗
文
化
広
報

担
当
職
員

定
員
４０
名

費
用
１

０
０
円（
資
料
代
）
申
込
み
１２
月

１９
日
�
、９
時
か
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